
調達説明書（仕様書） 
ホームページ公告日 

平成２８年１２月１日 
 
 本件調達に参加される方は、下記事項を十分にご理解いただいたうえ、入札に参加して

ください。 
 
１  事項及び内容 

    案件名：「第１０回美し国三重市町対抗駅伝」に係る警備業務委託 

    内容（仕様）：別紙「仕様書」及び「別表」及び「第１０回美し国三重市町対抗駅伝

大会要項」に記載のとおり 
２  履行期日及び履行場所 

  （１）履行期間 契約締結日から平成２９年２月１９日（日曜日）まで 
  （２）履行場所 三重県庁前～「三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢」(県営総合競技場) 
３  競争入札参加資格者及び落札者に必要な資格 

  （１）競争入札参加資格 
    ア 当該競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得 

ない者でないこと。 

  （２）落札資格 
    ア 三重県から入札参加資格（指名）停止を受けている期間中でない者であるこ 

と。 

    イ 三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間 

中でないこと又は同要綱に定める落札資格停止要件に該当しないこと。 

    ウ 三重県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 
４  応札者及び落札候補者に求められる義務 

    入札に参加を希望する者は、次の（１）の申請書等を１３②の締切日時までに提出し

てください。 

なお、落札候補者にあっては、入札実施後に（２）及び（３）の書類を、１３⑤の締

切日時までに提出していただきます。 
   提出した証明書等について、説明等をお願いする場合があります。 
  （１）三重県物件関係競争入札参加及び落札資格に関する要綱（以下「資格要綱」と

いう。）第３条第１項に定める申請書（第１号様式） 
（２）消費税及び地方消費税についての「納税証明書（その３ 未納税額がないこと用）」 

（所管税務署が過去６ヶ月以内に発行したものです。）の写し 
  （３）三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては、「納税確認書」（三 

重県の県税事務所が過去６ヶ月以内に発行したもの〔無料〕）の写し 

５  入札方法及び落札者の決定方法について 

  （１）別紙「入札に際しての注意事項」によるものとします。 
  （２）落札候補者について、３の（２）の落札資格の確認を行った後に落札決定を行

います。 

  （３）入札保証金は、入札金額の１００分の５以上の額とします。ただし、会計規則

第６７条第２項各号のいずれかに該当する場合は、免除します。 

 

６  契約方法に関する事項 



  （１）契約条項は、運営委員会事務局において示します。 
  （２）契約保証金は、契約金額の１００分の１０以上の額とします。ただし、会社更 

生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申し立 

てをしている者若しくは申し立てをされている者又は民事再生法（平成１１年法 

律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しく 

は申立てをされている者（以下これらを「更生（再生）手続中の者」といいます。） 

のうち三重県建設工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けた者（会社更生 

法第１９９条１項の更生計画の認可又は民事再生法第１７４条１項の再生計画の 

認可が決定されるまでの者に限ります。）が契約の相手方となるときは、納付す 

る契約保証金の額は、契約金額の１００分の３０以上とします。 

また、規則第７５条第４項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除 

します。ただし、規則第７５ 条第４ 項第１号、第２号又は第４号に該当するとき 

を除き、更正（再生）手続中の者については、契約保証金を免除しません。 

なお、契約保証金の免除を判断するため、過去３年の間に当該契約と規模をほぼ 

同じくする契約を締結し、当該契約を履行した実績の有無を示す証明書をご提出い

ただく場合があります。 

  （３）契約は、運営委員会事務局において行います。 
（４）契約書は２通作成し、双方各１通を保有します。なお、契約金額は入札書に記 

載された金額の１００分の１０８に相当する金額とし、契約金額の表示は、消費 

税等を内書きで記載するものとします。 
７  監督及び検査 

    契約条項の定めるところによります。 
８  契約代金の支払い方法、支払場所及び支払時期 

    契約条項の定めるところによります。 
９  入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨に限ります。 
１０ 暴力団等排除措置要綱による契約の解除 

    契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措 

  置要綱」第３条又は第４条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基 

づく落札資格停止措置を受けたときは、契約を解除することができるものとします。 

１１ 不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置 

（１）受注者が契約の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等に 

よる不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。 

    ア 断固として不当介入を拒否すること。 
    イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。 
    ウ 運営委員会事務局に報告すること。 
    エ 契約の履行において、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不 

当介入を受けたことにより、業務等に不都合が生じる等の被害が生じるおそれ 

がある場合は、運営委員会事務局と協議を行うこと。 

  （２）契約締結権者は、受注者が（１）イ又はウの義務を怠ったときは、「三重県の 

締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第７条の規定により「三重 

県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止等の措置を講じる場合があ 

ります。 

１２ その他 



  （１）契約その他詳細は運営委員会事務局と協議してください。 
  （２）仕様書及び入札に関する疑義、確認等は、１３①の締切日時までに別紙「質 

疑応答票」に必要事項を記入のうえ、メールにより行うものとします。（電話、 

書面、ＦＡＸ等不可） 

（※回答に時間がかかる場合がありますので、お早めにお願いいたします。） 
  （３）本入札の事項その他に関し疑義がある場合は、関係職員に説明を求め、十分承 

知しておいてください。入札後、不明な点があったことを理由として異議を申し 

立てることはできません。 
  （４）入札の参加にあたり、国内の法律及び三重県における諸規程を遵守し、仕様書 

等に基づき適正な入札を行わなければなりません。 
  （５）契約の相手方となった場合には、仕様書に記載された内容及び納期等を厳守し 

誠実に契約を履行しなければなりません。 

  （６）契約の相手方となった場合には、三重県が定める個人情報の取扱規程を遵守し 

なければなりません。 
（７）その他必要な事項は、「三重県会計規則」に規定するところによります。 

１３ 期間の設定 

１４ 入札、契約に関する連絡先 

   美し国三重市町対抗駅伝運営委員会事務局 
   担当者：岡田、北村 
   電話番号：０５９６－２２－８８９０  ＦＡＸ：０５９６－２２－８８９０ 

E-mail：ekiden@mierk.jp 

 

① 質疑応答の提出締切日時 

  平成２８年１２月 ８日（木曜日）午後５時まで 

  ≪結果回答日≫ 

  平成２８年１２月１３日（火曜日）までに行います。 

  ※別紙「質疑応答票」を用いて、メールにより質疑を行ってください。 

（電話、書面、ＦＡＸ等での質疑は受け付けできません。） 

② 競争入札参加資格確認申請書等の締切日時 
  平成２８年１２月１６日（金曜日）午後５時まで 

  ≪結果回答日≫ 

  平成２８年１２月２０日（火曜日）までに行います。 

③ 入札書提出の締切日時 
  平成２８年１２月２６日（月曜日）午後２時 

④ 開札の日時 
  平成２８年１２月２６日（月曜日）午後２時 

⑤ 落札候補者に求める書類提出の締切日時及び場所 

  平成２９年 １月 ６日（金曜日）午後５時まで 

  提出場所：１４の契約に関する事務を担当する運営委員会事務局に提出してくだ 

さい。 

 


